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大分市 子どもすこやか部 

                                保育・幼児教育課 

 

幼児教育・保育施設を利用する子どもや職員が 

新型コロナウィルス感染症に感染した場合等の対応について 

保護者の皆様へ 

◎発熱（概ね 37.5℃以上）や呼吸器症状がみられる場合は、登園を控え、自宅で

様子をみてください。 

◎新型コロナウィルス感染症に感染した子どもについては、治癒するまでの間、 

登園停止となります。 

◎感染者の濃厚接触者と特定された場合には、感染者と最後に接触した日から

起算して 14日間の自宅待機となります。 

◎子どもや職員が新型コロナウィルス感染症に感染した場合は、感染拡大防止の

ため、当該幼児教育・保育施設は臨時休園となります。休園期間は、感染した

子どもが最後に登園した日の翌日から、14日間となります。 

◎休園期間中は、感染拡大防止のため、休日保育や病児保育の利用は控えてい

ただくこととなります。 

◎大分市保健所より濃厚接触者と判断された方は、速やかに幼児教育・保育施

設にご連絡ください。 

 感染拡大防止のため、登園停止や臨時休園の対応に 

ご理解とご協力をお願いいたします。 


